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平成２６年労第３５９号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日Ａ会社に雇用され、一等航海士として勤務してい

た。 

請求人によれば、平成○年○月○日船舶の塗装が剥げた箇所を補修するため、

ペイント缶を保管している倉庫において、２０kgから３０kgのペイント缶を取り

出そうと、右手薬指と小指でペイント缶の取っ手を持ったところ小指を負傷した。 

請求人は、同日Ｂ整形外科病院に受診し「右小指マレット指」と診断され、同

月○日にはＣ病院に受診し「右小指伸筋腱皮下断裂」（以下「本件傷病」という。）

と診断され、加療した結果、平成○年○月○日治ゆ（症状固定）した。 

請求人は、治ゆ後障害が残存するとして、監督署長に障害補償給付の請求をし

たところ、監督署長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則

別表第１に定める障害等級（以下「障害等級」という。）に該当しないとして、こ

れを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたところ、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄

却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 
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（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に残存する障害が障害等級に該当する障害であると認めら

れるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

請求人の本件傷病により残存する障害は、Ｄ医師作成の平成○年○月○日付け

意見書によれば、右小指遠位指節間関節は、伸展不能で－４０°の位置で屈曲位

にあり、更に６０°まで屈曲が可能であることから、その可動域は２０°と判断

される。一方、健側の左小指遠位指節間関節の可動域は６０°であり、健患側比

は３３％となることから、運動機能障害に係る障害等級（健側の可動域の１０％

程度以下に制限されているもの）には該当しない。 

右小指近位指節間関節の可動域は、伸展－２０°から屈曲８０°で、６０°と

なり、健側の１／２以下に制限されているとは認められず、右小指の可動域制限

は障害等級には該当しないと判断する。 

また、神経症状については、疼痛が常時あるものとは認められないことから（乙

５）、障害等級に達する程度のものとは認められない。 

以上のことから、請求人に残存する障害は、障害等級に該当する障害とは認め

られないと判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした障害補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


